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電子申告・納税の利用拡大について

１ 「オンライン利用率引上げに係る基本計画」について

２ 法人税申告（添付書類の電子化）

３ 相続税申告

４ 電子納付（キャッシュレス納付）

５ e-Taxを利用した申告等の周知について（協力依頼）



１「オンライン利用率引上げ
に係る基本計画」について
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オンライン利用率引上げに係る基本計画について
【オンライン利用率目標値等】

【令和４年８月12日現在】

※1 所得税申告の目標値は令和４年度末のものです。
※2 国税納付手続のオンライン利用率はキャッシュレス納付割合を指し、また、目標値は令和７年度末のものです。
※3 目標値が「－」となっている手続については、オンライン利用率を引き上げるための基本計画で目標値は定められていませんが、利用率向上に向けた取組を実施していきます。
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e-Tax利用率の推移

72.8%70.8% 72.8%70.8%

e-Tax送信された法人税申告の内
添付書類も含めて全てe-Tax送信
された法人税申告の割合
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申告・納税はe-Tax で⼿続を!!



２ 法人税申告
（添付書類の電子化）
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イメージデータによる添付書類の提出
添付書類はイメージデータによる提出が認められます

一部対象外の添付書類もあります

※ これらの書類は一例です

e-Taxを利用して申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送や税務署の窓口で書面により
提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ（PDF形
式）により提出することができます。

以下の書類については、イメージデータによる提出が認められません。
これらの書類をイメージデータにより提出した場合は、その提出が無効となり、改めて

電子データ（XML形式等）又は書面による提出が必要となります。
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各帳票のデータ形式

法人税の申告においては、送信する各帳票についてデータ形式がXML形式及び
XBRL形式に限られていましたが、平成30年度税制改正により、別表及び財務諸
表、勘定科目内訳明細書については、CSV形式による提出が可能となりました。

平成31年３月までの申告

平成31年４月以降の申告

令和２年４月以降の申告

法人税
申告書

法人税
申告書
別表

財務諸表 勘定科目
内訳明細書

XML形式 XBRL形式XML形式 XML形式

CSV形式

CSV形式追加

CSV形式追加 追加
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財務諸表のデータ形式の柔軟化

ＸＢＲＬ形式の財務諸表

・国税庁が指定する税務用財務諸表タクソノミ（分類）に基づいて作成
・独自の様式や勘定科目を設定することができない
【例】×：現金・預金 ○：現金及び預金

ＣＳＶ形式の財務諸表

・企業が使用している勘定科目をそのまま使用することができる
・一度作成したExcel形式のデータ(ＣＳＶ形式で保存する前のもの)を保存して
おくことで、翌期以降は事業年度や金額等の変更箇所の書き換えを行うだけで
容易に作成することができる

財務情報を効率的に作成、流通及び利用できるよう、国際的に

標準化されたコンピュータ言語。検索・分析・機械判読が可能。

エクセル等の表計算ソフトから作成可能な、各項目のデータを

カンマで区切ったテキスト形式のファイル
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ベンダソフトで財務諸表を作成・送信する方法

税務申告ソフト等の多くは、他社会計ソフトで作成された決算書や仕訳等の
データを取り込む機能を有しています。
使用している税務申告ソフト等に決算書等のデータを取り込むことができれば

決算書等の財務諸表（ＸＢＲＬ形式）を申告書と一緒に提出できます。
詳しくは、ベンダ（サポートセンター等）にお問い合わせください。
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ＣＳＶ形式で財務諸表を作成・送信する方法

作成した財務諸表は、対応するベンダソフトやe-Taxソフトで
提出できます。

① 作成済みのExcel形式(エクセル)の財務諸表を加工し
国税庁公表の勘定科目コード等を記録して作成

②
勘定科目コード検索ツールを使用し
勘定科目の検索と同時に作成

③
国税庁が公表している標準フォームに
科目ごとの金額等を記録して作成

財務諸表をデータ変換するための調整作業が軽減されます。
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ＣＳＶ形式の作成方法①の利点・留意点

① Excel形式の財務諸表を加工して作成

利 点 企業や税理士が作成したExcel形式の財務諸表を
加工することにより、勘定科目の並び替えが不要。

留意点
勘定科目コード、行区分及び階層番号等を入力す

る必要があり、入力誤り(特に、勘定科目コード)に
注意を要する。
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ＣＳＶ形式の作成方法②の利点・留意点

② 勘定科目コード検索ツール (Excel形式)を
使用して作成(B/S、P/Lのみ)

利 点
勘定科目を入力し、業種を選択することで勘定科

目コード、行区分及び階層番号が自動表示され、同
時にＣＳＶデータを作成することが可能。

留意点
勘定科目の検索（一括検索）は、完全一致した結

果のみ表示される(部分一致不可)。
該当がない場合は、勘定科目コード表を併せて参

照し、類似した勘定科目を探す必要がある。
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【参考】 e-Taxホームページ掲載場所
TOP > 「法人の方」 > 「利便性向上施策等」

> 「⑥財務諸表のデータ形式の柔軟化」欄の「財務諸表のＣＳＶ形式データの作成方法」

勘定科目コード検索ツールの掲載場所
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勘定科目検索ツール

❶ 類似する勘定科目コードの検索が可能な「個別検索」
❷ 複数の勘定科目コードの同時検索が可能な「一括検索」

・検索時に入力する数字や括弧は、全角・半角いずれを入力しても
検索結果に影響はありません（❶・❷）。

・検索した勘定科目及び検索結果は「ＣＳＶデータ作成」シートに
転記されますので、これを利用してＣＳＶデータを作成すること
ができます（❷）。

ポイント
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ＣＳＶ形式の作成方法③の利点・留意点

③ 標準フォーム(Excel形式)を使用して作成

利 点

金額及び勘定科目を並べ替えるための数値(ＣＳ
Ｖ作成順番)を入力した後、並べ替えと不要な行・
列を削除することで作成することが可能。
また、勘定科目を追加した場合を除き、勘定科目

コード、行区分及び階層番号は、入力不要。

留意点
勘定科目を追加した場合、勘定科目コード、行区

分及び階層番号等を入力する必要があり、入力誤り
(特に、勘定科目コード)に注意を要する。
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標準フォームの掲載場所
中略
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標準フォーム(Excel形式)使用編

中略
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標準フォーム

❶ 貸借対照表
❷ 損益計算書
❸ その他 ・製造原価報告書 ・個別注記表

・株主資本等変動計算書 ・社員資本等変動計算書
・損益金の処分表

・勘定科目の追加欄は30行用意されていますが、適宜、追加して
作成することもできます。

・株主資本等変動計算書を効率的に作成することができます。

ポイント

あらかじめ各業種に応じた勘定科目名称と
勘定科目コードが設定されているExcel形式の入力フォーム
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財務諸表【貸借対照表及び損益計算書】の業種

項番 業 種 項番 業 種
全体版 12 電気通信事業

1 一般商工業 13 電気事業
2 建設業 14 ガス事業
3 銀行・信託業 15 資産流動化業
4 銀行・信託業（特定取引勘定設置銀行） 16 投資運用業
5 建設保証業 17 投資業
6 第一種金融商品取引業 18 特定金融業
7 生命保険業 19 社会医療法人
8 損害保険業 20 学校法人
9 鉄道事業 21 商品先物取引業
10 海運事業 22 リース事業
11 高速道路事業 23 投資信託受益証券

23種類の業種が用意されています。
該当する業種がない場合には、「一般商工業」のものを使用してください。



３ 相続税申告
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相続税申告

国税庁ホームページに
掲載されたリーフレット

（抜粋）
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相続税申告

国税庁ホームページに
掲載されたリーフレット

（抜粋）
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相続税申告

国税庁ホームページに
掲載されたリーフレット

（抜粋）



４ 電子納付
（キャッシュレス納付）
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電子納付（キャッシュレス納付）

ダイレクト納付
パソコンやスマホから、即時又は

納付日を指定して、口座引落に
より納付する方法

インターネットバンキング、モバ
イルバンキング又はATMから納
付する方法

インターネットバンキング等

★ 国税の届出（国税ダイレクト方式電子納税届出書）は税務署に提出

〇 キャッシュレス納付の納付手段

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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電子納付（キャッシュレス納付）

スマートフォンを使用した決済サービスにより納付する方法
スマホアプリ納付（令和４年12月導入）

〇 キャッシュレス納付の納付手段

預貯金口座からの自動
引落しにより納付する方法

振替納税

詳しくはこちら

「国税クレジットカードお支払サイト」
（外部サイト）を利用して納付する
方法

クレジットカード納付

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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電子納付（キャッシュレス納付）
〇 ダイレクト納付について

メ
リ
ッ
ト

➣ 金融機関や税務署の窓口に出向く必要がない
➣ 即時又は納付日を指定して納付することができる
➣ 納付する際に預貯金口座を選択できる
➣ インターネットバンキングの契約は不要
➣ 納期限前の計画的な納付（予納）が簡単にできる
➣ IDとPWのみで納付できる（電子署名が不要）

【利用可能税目（税金の種類）】
電子申告が可能な次の税目で利用可
源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費

税、申告所得税、相続税、贈与税、酒税、揮発油税及地
方揮発油税、印紙税、国際観光旅客税、石油ガス税、源
泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所
得税、復興特別法人税
（注） 納付情報登録依頼を行った場合は全税目利用可
【利用可能額】
利用金融機関により異なる

【利用可能時間】
e-Taxの利用可能時間内かつ利用金融機関のシステム稼働期間

（注）詳細は国税庁ホームページをご確認ください。



電子納付（キャッシュレス納付）

○ e-Taxホームページ 「e-Taxの開始（変更等）届出書作成・提出コーナー」 から利用開始手続を行ってください。
※  ご案内にあたり、ご不明な点等があれば、ダイレクト納付についてよくある質問

http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/yokuaru_direct.htm をご確認ください。⇒

○ e-Taxの利用開始手続時からダイレクト納付の利用までに、「納税用確認番号及び納税用カナ氏名・名称の登録」（必須）
及び「メールアドレスの登録」（推奨）を行ってください。

○ ダイレクト納付を利用される日の概ね１か月前までに、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税
届出書」を作成の上、納税地を所轄する税務署へ書面で提出してください。

〔オンライン提出〕※個人の方のみ
○ 個人の方は、 「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」のオンライン提出が可能です。

なお、オンライン提出分については、１週間程度で利用可能となります。

STEP １ e-Taxの利用開始手続

STEP ２ 納税用確認番号等の登録

STEP ３ 利用届出書の提出

○ 税務署及び金融機関における登録作業が終了すると、e-Tax・eLTAXのメッセージボックスに登録完了メッセージが格納され、ダ
イレクト納付が利用可能となります。

STEP ４ ダイレクト納付利用可能のお知らせの確認

〇 ダイレクト納付について（参考）
e-Taxを既にご利用の方は、STEP１・STEP２は必要ありません。
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電子納付（キャッシュレス納付）
〇 ダイレクト納付（グループ通算用）について
グループ通算制度

納税

B署

A署

C署 D署

納税 納税納税 D署

A署

B署

C署

納税

親法人及び子法人がそれぞれの管轄署へ申告及び納税

ダイレクト納税（グループ通算用）を利
用することで、親法人が子法人の分をま
とめて納付が可能

詳しくはこちら

＜原則＞ ＜ダイレクト納付（グループ通算用）＞



５ e-Taxを利用した申告等
の周知について（協力依頼）
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e-Taxを利用した申告等の周知（協力依頼）

１ 自宅からのe-Taxを利用した申告の周知
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面に表示される案内に

沿って入力等を行っていただけばe-Taxを利用した申告を行うことが可能

２ マイナンバーカードの積極的な取得及び利活用の周知
マイナンバーカードを利用したe-Taxによる確定申告や、マイナポータル連携を

活用した確定申告手続等は、マイナンバーカードの利活用促進の観点からも重要

３ キャッシュレス納付の利用拡大
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも、非対面の納付手続である

キャッシュレス納付は有効な手段

周知内容
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e-Taxを利用した申告等の周知（協力依頼）

周知内容 税理士
企 業

周知用ツール
(関与先企業)

１ 自宅e-Tax 自身の従業員 (関与先) 企業の従業員 別添１・２

２ マイナンバーカード 自身の従業員 (関与先) 企業の従業員 別添２

３ キャッシュレス納付 自身の従業員 (関与先) 企業の従業員 別添３

周知先及び周知用ツール

従業員等への周知方法
周知ツールを活用した具体的な周知方法の例
・ 従業員用のポータルサイトへの掲載やメールによる周知
・ 食堂等の従業員が集まる場所への掲示
・ 源泉徴収票の交付時に併せた周知
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さあ自宅でe-Tax！確定申告書等作成コーナーから
別添１

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r4_smart_shinkoku/pdf/01.pdf
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マイナポータル連携で確定申告書に自動入力

別添２

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r4_smart_shinkoku/pdf/03.pdf
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キャッシュレスで国税の納付ができます！
別添３

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/r02/201020.pdf


